
令和 ８ 年度入学 恵那市立恵那南中学校 

生 徒 調 査 票 

＊下線部以外は、全てご記入してください。 

１年(   )組(   )番 

２年(   )組(   )番 

３年(   )組(   )番 

生徒氏名
ふ り が な

  

生年月日 平成     年     月     日 

保護者氏名
ふ り が な

 
 

現住所等 

〒  － 

 

 

自宅電話番号                  自治会名（        ） 

 

緊急連絡先 

※緊急時に連絡が取れる

電話番号を優先重に記入 

※【 】は続柄を記入 

①【    】氏名            電話番号： 

②【    】氏名            電話番号： 

③【    】氏名            電話番号： 

④【    】氏名            電話番号： 

⑤【    】氏名            電話番号： 

 
 
 
 

家
族
構
成 

氏名 本人との続柄 生年月日 勤務先・学校名(学年) 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

  
T・S・H・R 

・ ・ 
 

 家庭での WiFi 環境        通学について  ※距離は正確にお願いします 

※学校の Ipad を家庭でも

使用できるかの調査です。

デザリング等も可です。 

  ある（    ） 

  ない（    ） 

朝の出発時間（   ）時（   ）分  

徒歩通学 自転車通学 バス通学（       線） 

（   ）分 

（  ． ）km 

（   ）分 

（ ． ）km 

自宅～バス停 乗降バス停名 

徒歩(    )分 

   （  ，  ）㎞ 
 

  



 

恵那市立恵那南中学校 

生徒氏名（          ） １－   (   ) ２－   (   ) ３－   (   ) 

特記事項（特に連絡したいことがありましたらご記入ください） 

健康面（既往症、アレルギーの有無等） 学習面・生活面 

自宅周辺の地図 

・ 自宅に○印を付け、最寄りのバス停など目印になる所から、できるだけ詳しい地図をご記入ください。 

・ Ｗｅｂ地図の貼り付けも可です。 

※様式は恵那南中学校ＨＰからもダウンロードできます。印刷して提出してください。（Ａ4両面刷り） 



恵那市⽴恵那南中学校 第２回 学校説明会 別冊資料 ⼀覧

資料番号 資料名 提出対象者 備考

1 ⽣徒調査票 全員 綴外

2 お迎えリストカード 事前提出⽤ 全員

3 恵那南中学校 ⽣活のルール -

4 年間⾏事予定 -

5 旭⾼原研修費⽤の徴収について（依頼） -

6
令和8年度（2年次⽣）海浜宿泊研修
参加同意書 ご提出のお願い

新2年⽣

7
令和8年度（3年次⽣）研修旅⾏費⽤のお⽀払い
（⼆分割）についてご案内

新3年⽣

8 キャンセル料の発⽣について -

9 ⾃転⾞通学について スクールバス通学の対象者でない
⽣徒のうち、⾃転⾞通学希望者

10
暴⾵・⼤⾬・洪⽔・⼤雪（特別）警報発令時の
登下校対応基本マニュアル

-

11 令和8年度 就学援助制度のお知らせ -

※提出対象者となっている書類は、封筒に⼊れて、2⽉27⽇（⾦曜⽇）までに、
令和７年度に在籍する各⼩中学校まで提出してください。
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恵那南中学校 生活のルール 
令和８年２月版  

項   目 基   準 

服装 ・ブレザー制服 ○以下の場面は、指定のブレザー制服を着用する。 

 ・入学式や始業式などの式典 

・実力・期末・中間テストなどの大きなテスト 

・修学旅行などのフォーマルな服装で参加する行事 

それ以外はジャージで過ごしてよい。 

タイツ（黒色または紺色）可 

○指定のブレザーの代わりに、旧学校で着用していた 

男子：学生服、女子：セーラー服を着用してもよい。 

・登下校時 ○ジャージまたは制服 

・休日・放課後の登校、長期休暇中の登校も同様とする。 

・ジャージ ○学校指定のものを使用 

○旧学校で着用していたジャージを着用してもよい。 

・半袖シャツ 

長袖シャツ 

○夏場または、上着を脱いで活動する場合は、白の半袖シャ

ツまたは、長袖シャツを使用。ワンポイント可。 

カッターシャツはボトムスの中に入れる。 

・防寒着 〇防寒着は、着用してよい。 

 旧防寒着可。指定はない。 

※防寒着以外の防寒下着等は、ジャージの下に着用する。 

・靴 ○白を基調としたスニーカー 

  

・上履き兼体育館シューズ ○学校指定のシューズを使用（白地に青ライン） 

 旧体育館シューズも可 

・靴下 ○白を基調とした活動しやすい靴下 

・頭髪 ○活動しやすい頭髪 

・入試に行くことができるかどうか、安全であるか、清潔感

があるかで判断する。 

・長い髪は束ねる。（黒、紺、茶のゴムまたはヘアピン） 

持ち物 ◎学校生活に必要ない物は持ってこない 

・消臭シート(無香料) ○無香料に限り使用しても良いが、使用場所、使用時間につ

いては節度を保つ。 

・日焼け止めクリーム 

・リップクリーム 

・ハンドクリーム 

○透明で無香料のものに限り使用してもよいが、使用場所、

使用時間については節度を保つ。 

・携帯端末 ○携帯電話、スマートフォン、ゲーム機、ミュージックプレ

イヤーなどは、持ってこない。 

 

※家に連絡をしなくてはならない場合は、学年の先生から

職員室の電話で対応してもらう。 

 

taichi_ichikawa
テキストボックス
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登下校 ・登下校 ○保護者と確認した通学路を通る。 

・寄り道せず、速やかに下校する。 

・下校時刻を守って下校する。 

・自転車通学 ○自転車通学申請書を提出する。 

・交通法規を守れない場合は、自転車通学許可を取り消す場

合がある。 

・自転車を整備して、必ず保険に加入をする。 

・バス通学 ○地区ごとの決められたバスで通学する。 

 

 

＜自転車通学者のルール＞ 

・恵那南中登録シール（反射材）を自転車とヘルメットに付ける。 

・ヘルメットを着用する  

・できるだけ歩道を通る。歩道がないところは左側通行  

・横断歩道では、自転車から降りて押して渡る。 

・道路を横断するときは、必ず一時停止と左右確認を行う。 

・B&G グラウンドから校舎まででは、自転車を降りて移動する。 

・駐輪場では、登校した生徒から順に奥から止める。 

・自転車は施錠をし、鍵は責任を持って自己管理する。 

 



2,
02
7

1
水

金
月

水
土

火
木

日
火

金
月

月
1

2
木

土
火

木
日

水
金

月
水

土
火

火
2

3
金

日
水

金
月

木
土

火
木

日
水

水
3

4
土

月
木

土
火

金
日

水
金

月
木

木
4

5
日

火
金

日
水

土
月

木
土

火
金

金
5

6
月

水
土

月
木

日
火

金
日

水
土

土
6

7
火

木
日

火
金

月
水

土
月

木
日

日
7

8
水

金
月

水
土

火
木

日
火

金
月

月
8

9
木

土
火

木
日

水
金

月
水

土
火

火
9

1
0

金
日

水
金

月
木

土
火

木
日

水
水

1
0

1
1

土
月

木
土

火
金

日
水

金
月

木
木

1
1

1
2

日
火

金
日

水
土

月
木

土
火

金
金

1
2

1
3

月
水

土
月

木
日

火
金

日
水

土
土

1
3

1
4

火
木

日
火

金
月

水
土

月
木

日
日

1
4

1
5

水
金

月
水

土
火

木
日

火
金

月
月

1
5

1
6

木
土

火
木

日
水

金
月

水
土

火
火

1
6

1
7

金
日

水
金

月
木

土
火

木
日

水
水

1
7

1
8

土
月

木
土

火
金

日
水

金
月

木
木

1
8

1
9

日
火

金
日

水
土

月
木

土
火

金
金

1
9

2
0

月
水

土
月

木
日

火
金

日
水

土
土

2
0

2
1

火
木

日
火

金
月

水
土

月
木

日
日

2
1

2
2

水
金

月
水

土
火

木
日

火
金

月
月

2
2

2
3

木
土

火
木

日
水

金
月

水
土

火
火

2
3

2
4

金
日

水
金

月
木

土
火

木
日

水
水

2
4

2
5

土
月

木
土

火
金

日
水

金
月

木
木

2
5

2
6

日
火

金
日

水
土

月
木

土
火

金
金

2
6

2
7

月
水

土
月

木
日

火
金

日
水

土
土

2
7

2
8

火
木

日
火

金
月

水
土

月
木

日
日

2
8

2
9

水
金

月
水

土
火

木
日

火
金

月
月

2
9

3
0

木
土

火
木

日
水

金
月

水
土

火
3
0

3
1

日
金

月
土

木
日

水
3
1

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

2
1
日

1
8
日

2
2
日

1
3
日

1
日

2
0
日

2
1
日

1
9
日

1
9
日

1
9
日

1
8
日

2
2
日

山
の
日

2
学
期
始
業
式

海
の
日

1
学

期
終

業
式

三
者

懇
談

三
者

懇
談

授
業

参
観

三
者

懇
談

三
者

懇
談

三
者

懇
談

授
業

参
観

・
Ｐ

Ｔ
Ａ

総
会

振
替

休
業

日

生
徒
会
執
行
部
・
委
員
長
の

立
候
補
受
付
期
間

昭
和
の
日

選
挙

管
理

委
員

会
発

足1
学
期

始
業

式

入
学

式

三
者

懇
談

全
国

学
力

・
学

習
状

況
調

査

２
年

生
若

狭
宿

泊
研

修 ２
年

生
若

狭
宿

泊
研

修

3
月

３
年

生
東

京
修

学
旅

行 ３
年

生
東

京
修

学
旅

行 ３
年

生
東

京
修

学
旅

行

１
年
生
演
技
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
（
各
学
級
２
時
間
）

２
・
３
年
生
演
技
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
（
各
学
年
２
時

間
）

学
級

組
織

決
定

生
徒

会
選

挙

１
年

生
旭

高
原

宿
泊

研
修

(
1
月

1
3
日

現
在

)
年
　
間
　
行
　
事
　
予
　
定

修
了

式

春
分
の
日

振
替
休
日

新
入

生
入

学
説

明
会

憲
法
記
念
日

み
ど
り
の
日

こ
ど
も
の
日

１
年

生
旭

高
原

宿
泊

研
修

振
替
休
日

年
末
年
始
の
休

日

2
月

天
皇
誕
生
日

期
末

テ
ス

ト
１

２
年

生建
国
記
念
の
日

授
業

参
観

期
末

テ
ス

ト
３

年
生

3
学

期
始

業
式

成
人
の
日

年
末
年
始
の
休

日

年
末
年
始
の
休

日

元
日

年
末

年
始

の
休

日

年
末

年
始

の
休

日

2
学
期
終
業
式

三
者
懇
談
（
３
年
生

希
望
者
の
み
）

1
2
月

三
者
懇
談
（
３

年
生

希
望
者
の
み
）

三
者
懇
談
（
３

年
生

希
望
者
の
み
）

三
者
懇
談
（
３

年
生

希
望
者
の
み
）

三
者
懇
談
（
３

年
生

希
望
者
の
み
）

勤
労
感
謝
の
日

合
唱
祭

三
者
懇
談

三
者
懇
談

三
者
懇
談

三
者
懇
談

三
者
懇
談

三
者
懇
談

1
0
月

1
1
月

文
化
の
日

ス
ポ
ー
ツ
の
日

(
令

和
 
8
 
年

度
)

2
0
2
6
年

度

4
月

6
月

8
月

5
月

体
育
大
会

秋
の
オ
ー
プ
ン
ス

ク
ー
ル

通
知
表
配
布

恵
那

市
立

恵
那

南
中

学
校

7
月

9
月

後
期
開
始

1
月

秋
分
の
日

期
末
テ
ス
ト

期
末
テ
ス
ト

敬
老
の
日

前
期
終
了

総
合
的
な
学
習

の
時

間
発
表
会

１
年
生
演
技
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
（
各
学
級
２
時
間
）

２
・
３
年
生
演
技
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
（
各
学
年
２
時

間
）

検
討
中

・
実
力
テ
ス
ト
日
程

・
後
期
生
徒
会
選
挙
の
日
程

・
期

taichi_ichikawa
テキストボックス
資料４



 教総第 2852号  

令和８年１月２８日  

 

令和８年度恵那南中学校 1年生保護者様 

 

恵那市教育委員会事務局  

学校統合準備室長  

  

                                      

旭高原研修費用の徴収について（依頼） 

 

厳寒の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また平

素より恵那市の教育にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、令和８年度第１学年は宿泊伴う行事として「旭高原研修」を５月に計画しています。こ

の研修費用につきまして下記のとおり徴収させていただきますので、ご理解とご協力をよろしく

お願いします。 

 

記 

 

１．徴収日 

・令和８年４月８日（水） ※入学式当日受付にて 

 

２．徴収金額 

・１０，０００円  ※現金で徴収させていただきます。 

 

３．研修費用の過不足への対応 

・研修費用が確定した後に６月の学校徴収金（学習費）にて対応させていただきます。 

 

４．その他 

・第１回学校説明会でもお知らせしたとおり、研修予算は１万円程度になる予定です。 

・令和８年度は開校に関する手続きの関係で、学校徴収金の集金が６月しか開始できないこと

に伴う臨時の対応です（令和９年度以降に現金で徴収することは予定していません）。 

・入学式当日にお支払いが困難な場合の対応につきましては、入学式後、学校から改めて相談

させていただきます。 

・不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

連絡先 

 

 

 

恵那市教育委員会 学校統合準備室 担当 郷田 

住  所 509-7292 恵那市長島町正家1-1-1 

Ｔ Ｅ Ｌ 0573-26-2111（代表）0573-26-6850（部署） 

Ｆ Ａ Ｘ 0573-26-2155 

E-Mail gakkoutougou@city.ena.lg.jp 
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                                          担当 中村 真治

１．実施日  ： 令和8年(2026年) 6月１６日（水）～６月１７日（木） 1泊2日間

２．行き先  ： ブルーパーク阿納（福井県小浜市阿納）

３．内容  ： 民宿にてクラス別、男女別にて宿泊
  海浜活動（漁船乗船、シーカヤック、鯛釣、魚捌き体験 等）

４．研修費用予算 ： ２９，８００0円 

５．お支払い方法 ： 弊社より発行する請求書にて2回に分割してお振込みをいただきます。
 ・1回目お支払期日(5/15金) ※研修旅行の開始前/４月中に請求書発行予定）24,000円
 ・2回目お支払期日(7/17金) ※研修旅行の終了後/6月末に請求書発行予定）6,000円(概算）

６．補足留意事項   ・参加のご選択をいただいた方へ、2回に分けて研修費用の請求書を送付いたします。
   期日迄のお支払いが確認できない場合、研修にご参加いただくことができません。

  ・参加同意書をご提出いただいた人数にて 交通費の人数分割計算をする為、
   同意書ご提出後の取消の場合、交通費を取消料としてご負担いただきます。

ご旅行代金の30％（交通費相当額)
ご旅行代金の50％（交通費相当額含む)
ご旅行代金の50％（交通費相当額含む)
ご旅行代金の60％（交通費相当額含む)
ご旅行代金の80％（交通費相当額含む)
ご旅行代金の100％（交通費相当額含む)

７．参加同意書 ： ご 提 出 先）令和７年度ご登校の各学校

： ご提出期限）令和８年(2026年）２月２８日（金）

 ※ご提出いただいた同意選択、及び請求書送付先などの情報は、各学校と
  株式会社ツーリストアイチにて共有し、用途以外に使用をいたしません。

  ・研修費用には人数による分割項目や予期せぬ料金改定の可能性がある為、
   研修実施後の2回目請求書にて最終確定金額を報告いたします。

研修出発時刻以降の取消

  ・キャンセル料について
参加同意書ご提出(2/28)以降
7日前(6/17水)迄の取消
2日前（6/22月）迄の取消
前日（6/23火）の取消
研修出発時刻前迄の取消

 令和7年12月吉日 

恵那市立恵那南中学校 令和８年度 第2学年 保護者様

                     株式会社ツーリストアイチ
 〒509-6121岐阜県瑞浪市寺河戸町1090-3   

TEL 0572-66-5188 FAX 0572-66-5189 

令和８年度（２年次生） 海浜宿泊研修 参加同意書 ご提出のお願い
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恵那市立恵那南中学校 御中

ふりがな

中学校 1年    組

－

お電話番号

メールアドレス

海浜宿泊研修に

・参加します         ・参加しません

お名前（生徒）

お名前（保護者）
ふりがな

参加ご選択の方は下記の情報ご記載願います。（不参加ご選択の方はご記載不要です）

請求書送付先

ご住所

郵便番号

恵那市

※いづれかを○で囲ってご提出願います。

令和8年度海浜宿泊研修について、実施日、内容、補足留意事項を確認し、

令和８年度（２年次生） 海浜宿泊研修 参加同意書 



恵那市立恵那南中学校　令和８年度第３学年保護者様

　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　〒509-7201岐阜県恵那市大井町271-82

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡0573-26-1855　Fax0573-25-6361

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　柴田　克彦

１．実施日　：　２０２６年６月３日（水）ー６月５日（金）　東京方面

２．ご旅行費用概算　：　７０，０００円

３．お支払い方法：二分割納付/弊社発行の請求書にて指定日までに二分割にて振込支払

　　・　一回目　６５，０００円（研修旅行開始前指定日までに）

　　・　二回目　残金*10,000円程度予定（研修旅行精算後指定日までに）

＊請求書、お振込先及び正式な金額は令和８年４月以降に改めてご案内をいたします

＊弊社指定のお支払い期日までのご入金が確認できない場合は研修旅行にご参加いただけません

　全ての予約を取り消し取消手数料をご請求いたします

＊研修旅行費用は最終ご参加人数、宿泊、交通機関料金改定等により変動します

　研修終了後に再度費用計算の上、最終請求書（令和８年６月末頃発行予定）で残金分

　過不足調整請求をいたします

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お名前（研修旅行ご参加生徒）

お名前（保護者）

請求書送付先ご住所

連絡が可能な電話番号

連絡が可能なメールアドレス（任意）

2025/12/17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中部観光株式会社

令和８年度（３年生次）　研修旅行費用のお支払い（二分割）についてご案内

弊社から請求書送付、ご入金確認を行う為、本紙下部の情報をご記載いただき学校へ提出をお願いいたします

taichi_ichikawa
テキストボックス
資料７



　令和８年度３年生東京研修を下記の通り予定しております。つきましては、留意事項を

ご確認の上、参加同意書のご提出をお願い申し上げます。提出期限を２月２７日（金）

とさせていただきます。

１．実施日　：　2026年6月３日（水）-６月5日（金）

２．行き先　：　１日目・・・都内学年研修

　　　       　　　２日目・・・都内判別研修　東京ディズニーランド

　       　　　　　３日目・・・都内学年研修

　３．予算　：　A　事前振り込み　６5，０００円

　　　　　　　　B　研修後調整金振込　１０，０００円程

　　　　　　　　C　活動費（当日、各自が持参）＊おこずかい　班別研修時移動交通費等

4．留意事項

　　　　・参加される人員によってお一人様の研修費単価が変わります

　　　　・参加に同意された時点でキャンセルされた場合でも交通費は負担していただきます

　　　　・キャンセされる時期によっては各施設既定の取消料がかかります

　　　　･参加に同意していただいても予算A事前振り込みにて期日までに入金が確認出来ない

　　  　　場合は研修に参加していただけません

・・・・・・・・・・・・・・・・・　切り取り　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中部観光㈱　柴田宛

　令和８年度の宿泊研修について、実施日、行き先、留意事項等を確認し東京研修に

　　　　　　　　　参加します　　　　　　　　　　　　　　　参加しません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれかに〇を）

　　　　　　　   　　　　　　　　 保護者指名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（自署）

　　　３年　　組　　　番　　　　生徒氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

                                                                                                                                           2025/12/17

中部観光株式会社

担当　柴田　克彦

令和８年度　３年生東京研修　参加同意書の提出について

令和8年度　宿泊研修　参加同意書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　８年　月　　日

恵那市立恵那南中学校第３学年保護者様
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　研修をキャンセルした場合、キャンセル料としてお支払いいただく料金は以下のようになります

キャンセル料については、事前にお支払いしていただく前受金よりお支払いいたします

キャンセルの時期 発生するキャンセル料 　　

5/２６（研修　８日前）までのキャンセル　 研修代金の２０％

６/１　（研修　２日前）までのキャンセル 研修代金の３０％

６/２　（研修　１日前）までのキャンセル 研修代金の４０％

６/３　（研修当日＊活動開始前）のキャンセル 研修代金の５０％

無連絡不参加および研修開始後のキャンセル 研修代金の１００％

＊スカイツリーミールクーポンは９０日前、ディズニーランドの入場券、ミールクーポンは

　６０日前より１００％買取となります

＊基準となる旅行代金は参加される人数により変動します

＊参加に同意された時点でキャンセルされた場合でも交通費は負担していただきます

　交通費の負担金は参加される参加者人員によって変動します

<キャンセル料の発生について＞
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自転車通学について 
 

自転車通学をする生徒は、何より命を守るために、交通法規と学校が定めたルールを厳守し、正し

いマナーで乗ってもらいたいと思います。ご家庭でも適切なご指導、声かけをよろしくお願いいたし

ます。学校におきましても交通安全教室や、日々の指導の中でマナーを高めていきます。交通法規や

学校が定めたルールを守れなかった場合は、自転車通学の許可を取り消す場合があります。 

 また、自転車購入の際に、傷害保険や賠償責任保険への加入をお願いします。自転車事故での賠償問

題が社会問題となっております。岐阜県は条例によって保険への加入が決められています。 

※バス通学の生徒は、自転車通学対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切り取り線 

令和  年  月  日 

自 転 車 通 学 許 可 申 請 書 

恵那市立恵那南中学校長 様                                 

 「恵那南中学校の自転車通学のルール」が守れない場合、保護者の責任において､ 

自転車通学を止めて､徒歩通学に切り替えます。 

申  請  者 

      新   年   生徒氏名                

 

            保護者氏名                      印 

     地区名 （    ）     通学距離  約           Ｋｍ 

※令和８年２月２７日（金）までに、現在の学校の学級担任へ提出をお願いします。 

 自転車通学のルール 

・自転車保険へ加入する。 

・交通法規を遵守し、交通安全に心がける 

・ヘルメットを着用する。 

・二人乗りをしない。 

・指定の位置に駐輪する。 

・決められた場所では自転車をひいていく。 
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　令和７年９月　恵那市教育委員会

暴風・大雨・洪水・大雪（特別）警報発表時の登下校対応基本マニュアル

教育委員会・校区内学校・近隣校

決定時の留意点
①気象警報発表有無の確認
②通学経路・方法、範囲等を考慮
③交通機関・通学路の状況の把握と分析
④地域の気象情報の把握と分析
例：台風の位置・規模・速度・進行方向等

教育委員会

連携

指導助言

全小・中学校
臨時休業決定

発表が予想されたり、危険が予見されたりする場合午前６時３０分時点で

解除されない場合

基本方針
①児童生徒の安全確保を最優先
②保護者・地域と連携して子どもを守る
③実効性のある対応マニュアルの作成
④自分の命は自分で守る指導の徹底

留意

保護者への連絡

臨時休業決定

午前６時３０分以前に解除されている場合、または発表が予想されず安全と認められる場合

校内の安全な場所で待機

下校が困難であると認められる場合
または、すでに戸外の通行が危険と認められる場合

保護者へ連絡

保護者への
引き渡し

大人による見届け方法・下校方法の確認

保護者へ連絡

児童生徒を安全に帰宅させることができると認めた場合

下 校

市災害対策本部より避難勧告
等の指示が出された場合

指定の避難場所へ誘導

授業実施

校長が決定
校区内学校・近隣校

連携

小学校
①速やかに保護者に引き渡す
②集団下校させる
（特定の場所まで付き添う）

③待機後、保護者に引き渡す

中学校

④特定の場所まで付き添う
⑤通学路を巡回する
⑥特定の場所に立つ
⑦待機後、保護者に引き渡す

■教育委員会への報告について（別紙「災害等の状況報告について」参照）
（１）臨時休業・授業中止の際には、校舎、校区の被害状況等とともに、速やかに報告する。

（２）登校・登園してから気象警報が発表され、授業中止となった際には、速やかに下校時刻、下校方法、対応等を報告する。
（３）非常変災時・警報発表時においては、退校する際に、職員の連絡体制の確認、施設、児童生徒、校区の状況等について
報告する。

■気象警報発表時の給食業務の取扱について

（１）９時３０分前に気象警報が発表された場合には、給食を中止する。

（２）９時３０分以降に気象警報が発表された場合には、児童生徒の安全を最優先に考慮し、給食を中止するかどうかについて
市教育委員会と相談の上で校長が決定する。

各学校
①対応マニュアル（細則）の作成
②ハザードマップの作成と活用
③保護者への連絡手段の複線化

教育委員会
①気象情報の収集と分析
②関係機関との連携
③危機管理・対応に関する研修

教育委員会

校長が決定

登校後、気象警報が発表された場合

報告

・「決定時の留意点」を確認
・給食・非常食の確認

報告
留意

指導助言

帰宅後は、子どもだけで外出することがないよう、保護者（保護者代理人）の責任のもと行動させる

②、④、⑤、⑥の場合→安全に帰宅したかどうかを確認

常に連絡が取れる状態にしておく

午前６時３０分以前に、気象警報が発表された場合（自宅待機）

登校中、気象警報が発表された場合

原則、自宅に帰る
学校の近くまで登校している場合、帰宅が危険な場合は学校に登校

登校した児童生徒への対応

校内の安全な場所で待機

保護者への引き渡し

スクールバス

運行を停止せず、バス停にいる児

童生徒を学校まで送迎する。

年度当初に
児童生徒へ指導
保護者への周知
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  令和８年度 就学援助制度のお知らせ 
 

 

 

１．援助を受けることができる方  

（ア）児童扶養手当が支給されている世帯 

（イ）職業が不安定で生活が困窮していると認められる世帯  など 
 

【参考】（イ）に該当する所得額の上限の目安 

家族 

人数 
家族構成の例（年齢） 

年間所得額 

(世帯全員の合計) 

２人 親（37）子（9） 215 万円程度 

３人 親（37）子（9） 子（13） 304 万円程度 

４人 父（41）母（37）子（9） 子（13） 366 万円程度 

５人 父（41）母（37）子（9） 子（13）祖父または祖母（65） 421 万円程度 

※所得額は給与所得控除後の金額です。基準は家族の年齢等により変わりますので、 

おおよその目安としてください。上記は令和７年度の基準に当てはめた場合の例です。 

 

２．申請方法  

就学援助を希望される方は、現在通学している学校にお申し込みください。 

※お子様が小学校と中学校に通学している場合は、それぞれの学校にご提出ください。 

※前年度から継続して援助を希望される場合も、毎年申請が必要です。 

 

申請書の提出後、教育委員会にて審査し、学校を通じて結果を知らせします。 

 

３．申請時期  

 ２月中旬～４月下旬頃 

※各学校で申請を受け付けます。提出期限は、学校にお問い合わせください。 

※年度途中の申請も受け付けますので、離職等により所得が著しく減少した場合は、 

学校にご相談ください。（申請受付日の翌月からの認定になります。） 

 

４．援助される費用  

   学用品費・通学用品費・給食費・校外活動費・修学旅行費・オンライン学習費・新入学学用品費 

※年３回（7月、12 月、2月）に分けて支給します。 

※支給金額については上限があります。 

※それぞれの費用の支払が免除されるものではありません。 

 

５．相談窓口  

各学校 または 恵那市教育委員会 学校教育課 TEL26-6850 

就学援助制度とは？ 

恵那市では、市内の小中学校に在籍している児童生徒のうち、経済的理由により就学が

困難な方に対し、給食費や学用品費など、学校で必要な費用の一部を援助しています。 
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	名称未設定



